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Ⅰ．組織再編の制度概要（会社法）

　１．資産（正・負を含めた権利義務）を承継させる手法

手　続 概　要 メリット デメリット

□債権者保護手続が不要 □債務・契約上の地位等の移転には個別に

・「一定の事業目的のために組織化 □会社登記手続が不要 　相手方の同意が必要

事業譲渡 　され有機的一体として機能する財産」 □会社の事業の一部を譲渡する場合には □時価取引 （原 則）

　の全部又は一部の譲渡 　譲受会社の株主総会決議が不要

・その事業に関する権利義務の全部 □一般承継　（包括承継） □承継会社は必ず債権者保護手続が必要

　又は一部を分割後他の会社に承継 □会社債権者の集団的処理が可能 □株主総会の承認決議が必要 （原 則）

　させる手続 （＝会社分割に対する個別の同意が不要） □会社登記手続が必要

・その事業に関する権利義務の全部 □債権者保護手続が必要 （原 則）

　又は一部を分割により設立する会社 □株主総会の承認決議が必要 （原 則）

　に承継させる手続 □会社登記手続が必要
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　２．（出資）持分を承継させる手法

手　続 概　要 メリット デメリット

・いわゆる「会社売買」の典型的手続 □譲渡会社の事業に影響を与えにくい □株主との相対の契約（株主が多数の場合）

株式譲渡 　～株式の取得を通じて対象会社の □登記等の対抗要件を備える必要がない □株式購入資金の調達の問題

　　事業、その他資産、支配権を掌握 □債権者保護手続が不要

・株式会社が発行済株式の全部を □株主の個別の同意なく株式全部を取得可 □株主総会の承認決議が必要 （原 則）

　他の株式会社又は合同会社に □株式取得の資金調達が不要 （原 則） □株券提出公告が必要（原 則）

　取得させる手続 □登記手続が一切発生しない場合もある □対価が完全親会社の株式以外のときは

　債権者保護手続が必要となる場合あり

□株主の個別の同意なく株式全部を新設会社 □必ず株主総会の承認決議が必要

・株式会社が発行済株式の全部を 　　に移転可 □株券提出公告が必要（原 則）

　新設する会社に取得させる手続 □株式取得の資金調達が不要 □会社登記手続が必要

□債権者保護手続が必要な場合は稀
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　３．会社の資産及び（出資）持分（＝消滅会社の構成員（株主））を承継させる手法

手　続 概　要 メリット デメリット

□会社債権者の集団的処理が可能 □株主総会の承認決議が必要（原 則）

・消滅会社の有する権利義務の全部を □一般承継（包括承継）なので、承継資産等 □必ず債権者保護手続が必要

吸収合併 　存続会社に承継させる手続 　　の特定が不要 □株券提出公告が必要（原 則）

□権利義務の承継にかかる対抗要件の具備 □会社登記手続が必要

　が不要

（組織再編のイメージ）
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